
２－２ 大大阪阪府府自自動動車車ＮＮＯＯｘｘ・・ＰＰＭＭ総総量量削削減減計計画画のの概概要要  

ⅠⅠ．．経経  緯緯    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ⅡⅡ．．目目  標標    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

 

  

自動車公害を克服し、健康的で安心なくらしを確保します。 
  

・平成５年１１月 「大阪府自動車排出窒素酸化物総量削減計画」策定 

特定地域内 平成２年度 平成１２年度 
（計画目標） 

平成１２年度 
（実  績） 

自動車 NOx排出量 
（トン／年） ３１，３８０ ２１，４２０ ２３，４３０ 

環境基準達成率 ６６％ 概ね達成 
（９０％以上） ７９％ 

・平成１５年７月 「大阪府自動車 NOｘ・PM総量削減計画」策定 

ＮＮＯＯｘｘ（（窒窒素素酸酸化化物物））  
○平成 17年度までに、前計画の目標である 

「二酸化窒素に係る環境基準の概ね達成」を実現 

○平成 22年度までに、二酸化窒素に係る環境基準を達成 

 

対策地域内 平成９年度 平成１７年度 
（計画中間目標） 

平成２２年度 
（計画最終目標） 

自動車 NOx排出量 
（トン／年） ２７，２６０ ２０，９５０ １６，４５０ 

環境基準達成率 ６４％ 概ね達成 
（９０％） 

達成 
（１００％） 

  

ＰＰＭＭ（（粒粒子子状状物物質質））  
○平成 22年度までに、浮遊粒子状物質に係る環境基準を達成  

 

対策地域内 平成９年度 平成１７年度 
（計画中間目標） 

平成２２年度 
（計画最終目標） 

自動車 PM排出量 
（トン／年） ３，１７０ １，２００ ７４０ 

環境基準達成率 ２８％ ― 達成 
（１００％） 

 



ⅢⅢ．．施施策策のの展展開開    

○ ディーゼル車を中心とした対策の重点的推進 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
○ 自動車交通への依存を低減する施策の推進 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 局地汚染地域の解消 
 
 
 
 
 
 
 
 

《低公害車・低排出ガス車を 

約２００万台普及》 
・トラック・バスへの短期の集中導入等への 
 支援 
・エコステーションの整備促進 
・ＬＥＶ－７（低排出ガス車）の指定、優遇 
税制等による普及拡大 
・特定事業者への導入指導の徹底 
・グリーン配送の推進・拡大     など 
 

《単体規制・車種規制の強化》 
・ＮＯｘを４０～５０％、ＰＭを７５～８５％ 
削減（新長期目標） 
・排出基準適合車への早期代替の促進 
《ディーゼル黒煙の低減》 
・整備不良ディーゼル車府民通報制度の推進 
・ディーゼル微粒子除去装置（ＤＰＦ等）装着 
支援 
・ディーゼル車に重点を置いた自動車排出ガス 
街頭検査の実施           など 

《自動車走行量の抑制》 
・特定事業者への指導の徹底 
・物流効率化指導指針の策定・指導 
・輸送効率の向上 
・鉄道・海運の積極的活用 
・公共交通機関の利便性の向上 
・自家用乗用車の使用の抑制 
                 など 

《交通流の円滑化による環境負荷の抑制》
・バイパス等の道路網の整備による渋滞緩和・解消 
・するっと交差点対策等による即効性のある渋滞対策 
・連続立体交差化事業等のボトルネック対策 
・新交通管理システム（ＵＴＭＳ）の整備拡充 
・ＥＴＣ（ﾉﾝｽﾄｯﾌﾟ自動料金支払ｼｽﾃﾑ）の普及促進 
・駐車場整備や違法駐車対策の推進 

など 

・環境基準の早期達成を図り、局地汚染地域を解消するため、交通渋滞の著しい交差点等において道路

構造の改良等を進めるとともに、当該交差点等に即した効果的な対策を関係機関が連携して検討・ 実

施 

【進 行 管 理】 

 
・「総量削減計画策定協議会」

による進行管理 
・府民代表・学識経験者で構

成する「進行管理検討委員

会」による点検・評価 
・結果の公表 
・平成１７年度に中間評価を

実施 

【府民・事業者・民間 

団体等との連携】 
・府民・事業者・民間団体の参

画や協働による一層の取組み

の推進 
整備不良ディーゼル車 
府民通報制度の推進・ 
「大阪自動車環境対策 
推進会議」の活用等 

・近隣府県との十分な連携の確

保、相互調整 
 

【新たな施策の調査検

討】 

 
・ＥＴＣを活用した多様な料金施

策など、経済的手法を取り入れ

た施策の検討 
・排出量の推移や計画の進捗  

状況を見極めた上で、仕組み 

づくりや規制強化も含め、  

新たな総量削減方策についての

検討 
など 


